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麻
生
首
相
の
お
宅
拝
見
ツ
ア
ー
参
加
者
の
逮
捕
勾
留
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
月
二
十
六
日
午
後
四
時
前
後
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
自
宅
を
見
に
行
こ
う
と
し
、
渋
谷
駅
付
近
を
歩
い
て
い

た
「
麻
生
首
相
の
お
宅
拝
見
ツ
ア
ー
」
参
加
者
の
う
ち
三
名
が
、
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。
総
理
大
臣
の

私
邸
を
訪
問
す
る
と
の
集
団
に
対
し
て
、
一
定
の
警
備
上
の
必
要
が
あ
る
こ
と
は
理
解
す
る
が
、
そ
の
模
様
を
収
録
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
動
画
（http://jp.youtube.com

/w
atch?v=�

U
w
７０１

vV
１５

U

及
び

http://jp.youtube.com
/w

atch?v=R
c�

Z�
Y

vde�
E

）
を
前
提
と
す
る
と
、
警
察
の
対
応
に
行
き
す
ぎ
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

（
�
）

動
画
に
写
っ
て
い
る
私
服
警
官
と
思
わ
れ
る
人
物
（
右
記
動
画
で
は
、
黒
っ
ぽ
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
ネ
ク
タ
イ
は
無

し
、
グ
レ
ー
の
ズ
ボ
ン
を
は
き
、
黒
っ
ぽ
い
色
の
こ
う
も
り
傘
を
手
に
持
っ
て
い
る
五
十
代
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
男
性

で
、
「
よ
し
っ
」
「
公
妨
だ
」
な
ど
と
発
言
し
て
い
る
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る
人
物
）
は
、
栢
木
國
廣
警
視
庁
公
安

部
公
安
第
二
課
長
（
警
視
）
と
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
相
違
な
い
か
。

（
�
）

こ
の
よ
う
な
小
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
に
対
し
て
、
公
安
担
当
の
課
長
ク
ラ
ス
が
現
場
に
入
る
こ
と
は
、
捜
査
に
対
す
る

た
だ
な
ら
ぬ
意
欲
を
感
じ
さ
せ
る
。
い
か
な
る
必
要
か
ら
、
課
長
自
ら
が
現
場
の
陣
頭
指
揮
に
あ
た
っ
た
の
か
。
ご
説

一



明
い
た
だ
き
た
い
。

（
�
）

当
日
は
、
警
視
庁
公
安
部
、
警
視
庁
渋
谷
警
察
署
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
何
人
規
模
の
警
察
官
が
本
件
ツ
ア
ー
現
場
に
投

入
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

（
�
）

今
回
の
ツ
ア
ー
に
対
す
る
捜
査
（
警
備
・
公
安
活
動
含
む
）
の
事
前
計
画
は
、
誰
に
よ
り
命
令
・
承
認
さ
れ
た
も
の

か
。
説
明
さ
れ
た
い
。

（
�
）

「
事
前
に
ツ
ア
ー
参
加
者
の
逮
捕
が
計
画
さ
れ
て
い
た
」
「
事
前
に
ツ
ア
ー
参
加
者
の
逮
捕
が
命
令
さ
れ
て
い
た
」

と
の
情
報
が
あ
る
が
、
事
実
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
。

（
�
）

逮
捕
さ
れ
た
者
の
う
ち
一
名
の
被
疑
事
実
に
は
『
被
疑
者
は
、
黒
ヘ
ル
構
成
員
』
と
あ
る
と
い
う
。
本
事
案
に
か
か

る
「
黒
ヘ
ル
」
と
は
い
か
な
る
組
織
・
集
団
・
概
念
を
指
し
て
い
る
の
か
。
当
該
「
黒
ヘ
ル
」
の
団
体
名
、
主
た
る
所

在
地
、
代
表
者
名
、
構
成
者
数
、
結
成
時
期
、
活
動
目
的
、
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
行
動
を
し
て
き
た
か
活
動
歴
な
ど
詳

細
を
含
め
て
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

（
�
）

俗
に
「
当
た
り
公
妨
」
「
転
び
公
妨
」
と
呼
ば
れ
る
、
警
察
官
が
自
ら
対
象
者
に
体
当
た
り
し
、
も
っ
て
公
務
執
行

妨
害
の
嫌
疑
で
現
行
犯
逮
捕
を
執
行
す
る
方
法
は
適
法
と
い
え
る
か
。
政
府
の
見
解
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


